
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
関
税
定
率
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
○
七
○
三
・
一
○
号
中

一

た
ま
ね
ぎ

「

一

た
ま
ね
ぎ

㈠

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
六
七
円
以
下
の
も
の

一
○
％

㈡

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
六
七
円
を
超
え
七
三
円
七

○
銭
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

一
○
％

を

に
改
め

」

課
税
価
格
と

七
三
円
七
○

銭
と
の
差
額

㈢

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
七
三
円
七
○
銭
を
超
え
る



も
の

無
税

」

る
。

「

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ
ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ

ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

別
表
第
六
一
○
六
・
一
○
号
中

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一

㈡

そ
の
他
の
も
の

「

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ
ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ

を

に
改

ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

九
・
一
％

」

○
・
九
％

九
・
一
％

」

め
る
。



（
関
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
九
号
中
「
物
品
」
の
下
に
「
（
意
匠
権
又
は
商
標
権
の
み
を
侵
害
す
る
物
品
に
あ
つ
て

は
、
次
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
二

意
匠
権
又
は
商
標
権
を
侵
害
す
る
物
品
（
外
国
か
ら
日
本
国
内
に
あ
る
者
（
意
匠
権
を
侵
害
す
る
物
品
に
あ
つ

て
は
当
該
物
品
を
業
と
し
て
輸
入
す
る
者
を
除
く
も
の
と
し
、
商
標
権
を
侵
害
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
業
と
し
て
そ
の

物
品
を
生
産
し
、
証
明
し
、
又
は
譲
渡
す
る
者
を
除
く
。
）
に
宛
て
て
発
送
し
た
貨
物
の
う
ち
、
持
込
み
行
為
（
意
匠

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
（
定
義
等
）
又
は
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
（
定
義

等
）
に
規
定
す
る
外
国
に
あ
る
者
が
外
国
か
ら
日
本
国
内
に
他
人
を
し
て
持
ち
込
ま
せ
る
行
為
を
い
う
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
六
十
九
条
の
十
一
第
二
項
中
「
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」
を
「
又
は
第
九
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
中
「
又
は
第
十
号
」
を
「
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と

し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
認
定
手
続
が
執
ら
れ
た
貨
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
九
条



の
十
六
（
申
請
者
に
よ
る
疑
義
貨
物
に
係
る
見
本
の
検
査
）
に
お
い
て
「
疑
義
貨
物
」
と
い
う
。
）
」
を
「
疑
義
貨
物
」

に
、
「
又
は
第
十
号
」
を
「
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

税
関
長
は
、
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
認
定
手
続
が
執
ら
れ
た
貨
物

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
九
条
の
十
六
（
申
請
者
に
よ
る
疑
義
貨
物
に
係
る
見
本
の
検
査
）
に
お
い
て
「
疑
義
貨
物
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
貨
物
に
該
当
し
な
い
旨
の
主
張
を
す
る
場
合
に

は
、
当
該
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
の
十
三
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
五
第
八
項
第
一
号
中
「
又
は
第
十
号
」
を
「
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
、
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
五
項

本
文
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
六
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
六
項
」
を
「
第
六
十

九
条
の
十
二
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
六
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
九
号
の
二
若
し
く
は
第
十
号
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
五
項
の
表
第
六
十
九
条
の
十
五
第
一
項
の
項
中
「
同
項
第
十
号
」
を
「
同
項
第
九
号
の



二
若
し
く
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
七
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
項
中
「
又
は
第
十
号
」
を
「
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
八

項
中
「
又
は
第
十
号
」
を
「
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
、
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
六
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
七

項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
八
第
五
項
中
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
六
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
二
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
十
九
中
「
。
）
」
の
下
に
「
又
は
同
項
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
」
を
加
え
る
。

第
百
九
条
第
二
項
中
「
第
十
号
ま
で
」
を
「
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
の
二
第
二
項
中
「
か
ら
第
十
号
ま
で
」
を
「
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
八
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
三
年
度
」

を
「
令
和
四
年
度
」
に
改
め
る
。



第
十
三
条
第
一
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
受
け
た
小
売
業
者
か
ら
」
の
下
に
「
購
入
し
た
」
を
加
え
、
「
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
等
に
お
い

て
購
入
し
た
物
品
又
は
当
該
小
売
業
者
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
特
定
販
売
施
設
に
お
い
て
購
入
し
当
該
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施

設
等
に
お
い
て
引
渡
し
を
受
け
る
」
を
削
り
、
「
、
当
該
」
を
「
、
同
条
に
規
定
す
る
」
に
、
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
○
七
・
○
三
項
を
削
る
。

別
表
第
一
第
一
八
○
六
・
一
○
号
中
「
二
四
・
四
％
」
を
「
二
三
・
一
％
」
に
改
め
、
同
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
中

「
二
四
％
」
を
「
二
三
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
九
○
一
・
九
○
号
中
「
二
五
・
五
％
」
を
「
二
四
・
四
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
一
○
一
・
一
一
号
中
「
一
四
・
五
％
」
を
「
一
二
・
一
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
一
○
六
・
一
○
号
中
「
一
三
・
四
％
」
を
「
一
一
・
五
％
」
に
改
め
、
同
表
第
二
一
○
六
・
九
○
号
中

「
二
五
・
五
％
」
を
「
二
四
・
四
％
」
に
改
め
る
。

「

Ｂ

そ
の
他
の
も
の



⑴

ノ
ル
マ
ル
パ
ラ
フ
ィ
ン
（
直

量
が
全
重
量
の
九
五
％
以
上

別
表
第
一
第
二
七
一
○
・
一
二
号
及
び
第
二
七
一
○
・
一
九
号
中

⑵

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学

も
の

鎖
飽
和
炭
化
水
素
の
含
有

「

Ｂ

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

の
も
の
に
限
る
。
）

無
税

を

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の
製
造
に
使
用

の

製
品
の
製
造
に
使
用
す
る

無
税

」

「

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

⑴

ノ
ル
マ
ル
パ
ラ
フ
ィ
ン
（
直



が
全
重
量
の
九
五
％
以
上
の

す
る
も

に
改
め
、
同
表
第
二
七
一
○
・
二
○
号
中

⑵

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

無
税

」

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学

の

鎖
飽
和
炭
化
水
素
の
含
有
量

「

も
の
に
限
る
。
）

無
税

Ｂ

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち

を

政
令
で
定
め
る
石
油
化
学
製
品
の
製
造
に
使
用

製
品
の
製
造
に
使
用
す
る
も

無
税

」

に
改
め
る
。

す
る
も
の

無
税

」



別
表
第
一
の
三
、
別
表
第
一
の
三
の
二
、
別
表
第
一
の
六
及
び
別
表
第
一
の
八
中
「
令
和
四
年
三
月
三
一
日
」
を
「
令
和

五
年
三
月
三
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⑵
、
第
二
七
一
○
・
一
九
号
の
一
の
㈠
の



Ｂ
の
⑵
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⑵
」
を
「
第
二
七
一
○
・
一
二
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
、
第
二
七
一

○
・
一
九
号
の
一
の
㈠
の
Ｂ
若
し
く
は
第
二
七
一
○
・
二
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
」
に
改
め
る
。


